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警備員の労働に関する法律上の
諸問題

警備員の労働には，監視のために待機している時間が長い形態のものがあり，宿直勤務の
場合は仮眠時間を含む長時間の就労になることもある。本稿ではまず，警備員の働き方の
特殊性として「断続的労働」の問題を取り上げる。1947（昭和 22）年の制定以来，労働
基準法 41 条 3 号に該当すると認められれば，労働時間・休憩・休日に関する規定の適用
が除外される仕組みが設けられている。しかしながら，手待時間が長くあるといっても在
社時間が長ければ，長時間労働がもたらす健康への影響が懸念されることになるし，私生
活の確保にも支障をもたらしかねない。本稿では，同じく断続的な労働である医療・福祉
関係の働き方も踏まえ，労働基準法 41 条の適用除外制度について再考する。さらに，警
備労働にまつわる法律問題として，労働者派遣法における特殊な取り扱いや，被保佐人を
欠格事由としていた警備業法の規定についても言及する。
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Ⅰ　は じ め に

　本稿は，警備員の労働を主題として，労働法の
観点から法律学的な問題点について考察を試みよ
うとするものである。そこで本稿では，3 つの論
点を抽出する。
　まず第 1 の論点は，労働時間規制に関する議論
である。警備業法の第 2 条 1 項では《警備業務》
を 4 つに区分しており，それぞれ条文の番号を用
いて 1 号警備（施設警備・巡回警備・保安警備な
ど），2 号警備（交通誘導・雑踏警備），3 号警備

（現金・貴重品・危険物等の運搬警備），4 号警備

（身辺警備）と称されている。警備業法 4 条に基づ
く認定業者数は 2024（令和 6）年 12 月末時点で
1 万 811，警備員数は 58 万 7848 人で，いずれも
微増傾向にある。このうち，64.5％（6974 業者）
が 1 号警備に，81.4％（8800 業者）が 2 号警備に
従事しており，この 2 区分が警備業の大半を占め
ている 1）。この中で労働基準法上の問題が生じや
すいのは 1 号警備であり，労基法 41 条 3 号に定
めのある「監視・断続的労働」に該当して適用除
外になり得るのか，という問題を招来させてい
る。監視・断続的労働をめぐっては，医師・看護
師やマンション住み込み管理人として働く者によ
る紛争によって議論が蓄積されている。そこで，
本稿Ⅱ～Ⅲでは，警備員に限らず射程を広げて労
基法 41 条 3 号について検討を行う。
　第 2 の論点は，労働市場法に関わるところであ
る。労働者派遣法において警備業が特殊な取り扱
いをされている点について論点を提示する（本稿
Ⅳ）。
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　第 3 の論点は，憲法あるいは社会保障法からの
関心となる。2019（令和元）年の法改正前には被
保佐人が警備員となることはできないと定めてい
た欠格条項をめぐる違憲訴訟について言及してお
きたい（本稿Ⅴ）。

Ⅱ　監視・断続的労働をめぐって

１　労働基準法 41条 3号による適用除外制度

（1）制度の概略
　労働基準法は労働者保護のために種々の規制を
設けているが，第 41 条 3 号にいう「監視又は断
続的労働に従事する者で，使用者が行政官庁の許
可を受けたもの」については，法第 4 章・第 6
章・第 6 章の 2 に定められている労働時間・休
憩・休日に関する適用を除外する，と定められて
いる。具体的に言えば，監視・断続的労働に従事
する者として認められた場合には，労働時間に関
す る 規 定（ 第 32～33 条・36 条・38 条 の 3，40 条，
60 条，66 条），休憩に関する規定（第 34 条・40 条・
67 条），休日に関する規定（第 35～37 条・60 条・
66 条）については適用が除外されることになる。
そのため，この規定により労働時間等に関する適
用が除外される労働者に対しては「労働時間の適
正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン」（平成 29 年 1 月 20 日厚生労働省策
定）の適用はない。しかし，労働安全衛生法 66
条の 8 第 1 項または 66 条の 8 の 2 第 1 項に基づ
く「面接指導」を実施するため，適用除外労働者
であっても労働時間の状況を把握しておかなけれ
ばならない 2）。
　他方，深夜業に関する規制（第 37 条の深夜業の
割増賃金支払いに関する部分・61 条）は，時間の長
さに関する規制ではなく，時間の位置に関する規
制であるから適用を除外されず 3），深夜業の割増
賃金を支払わなければならない（昭和 63・3・14
基発 150 号）。また，有給休暇に関する規制（第
39 条）も適用は除外されない（昭和 22・11・26 基
発 389 号）4）。
　行政官庁の許可は効力発生要件であり，かかる
許可を得ずに監視・断続的労働に従事させた場合

は，使用者は法定労働時間違反の責めを負うとと
もに，時間外労働の割増手当の支払い義務を負
う 5）。この許可の有無が争点となったものとし
て，共立メンテナンス事件（大阪地判平成 8・10・
2 労判 706 号 45 頁）がある。この事件は，寮の管
理人として夫婦で雇用されていた者が，午前 6 時
から午後 10 時までの 8 時間変形勤務に従事して
いたものであるが，労基署から断続的労働の許可
を受けたのは平成 5 年 12 月のことであった。そ
こで，行政官庁の許可を受ける前（平成 4 年 5 月か
ら平成 5 年 12 月まで）の期間について割増賃金を
請求したものである。これについて裁判所は「労
基法 41 条 3 号の趣旨は，実際に区別することが
難しい〈監視又は断続的労働〉と一般の労働につ
いて，使用者が断続的労働であることに藉口し，
不当な労働形態を採ることを防止するため，労働
基準監督署長に判断を委ねて，労働者の保護を図
ることにあると解すべきであるから，その労働実
態にかかわらず，労働基準監督署長の許可を受け
ていない以上，労基法の労働時間及び休日に関す
る諸規定の適用を免れない」と説示している。
　なお，近畿保安警備事件（大阪地判平成元・2・
20 労判 535 号 40 頁）は，警備員の業務が実際には
監視・断続的労働に該当しないものであったにも
かかわらず行政官庁の許可がなされていた，とい
う事案であるが，判決では労働時間・休憩・休日
に関する「諸規定の適用は除外されない」と説示
されている。また，この事件の控訴審（大阪高判
平成 2・7・31 労判 575 号 53 頁）では大阪府からの
業務委託契約により公立学校の警備に従事してい
た警備員につき，警備業務についての労働省通達

（注：昭和 44 年 4 月 7 日付のもの）が出されたこと
で土日等の連続勤務が通達の示す基準に反するも
のとなっていたものの，労働基準監督署長が労基
法 41 条 3 号所定の許可を取り消さなかったこと
が違法であるとは言えない，と判断されている。
　市立小中学校に勤務する教職員らが時間外勤務
手当の支給を請求した静岡市教職員事件の第一審

（ 静 岡 地 判 昭 和 41・1・29 民 集 26 巻 10 号 2143 頁 ）
は，修学旅行や遠足における引率ないし付添の勤
務は，その実質において監視・断続的労働に当た
るものであり，行政官庁の許可を得た者ではなく
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とも割増賃金支払義務は発生しない，と判断して
請求を斥けていた。しかしながら控訴審（東京高
判昭和 45・11・27 行集 21 巻 11＝12 号 1356 頁）は，
修学旅行や遠足の引率は不断の緊張・疲労を伴う
ものであるから監視・断続的労働には当たるもの
ではなく，行政官庁の許可を受けないで命じられ
た時間外労働に対しては時間外勤務手当を支払う
よう命じた例がある（上告審〈最三小判昭和 44・3・
27 判時 571 号 84 頁〉も控訴審判決を支持している）。

（2）監視・断続的労働の意義
　静岡市教職員事件に現れていたように，監視・
断続的な勤務がなされていたとしても，危険性・
有害性・精神的緊張の高い者（例えば，タクシー
運転手や常備消防職員など）については，適用除外
の趣旨に照らし，一般労働と同視すべきものとし
て適用除外の対象とはされていない 6）。
　では，どのような条件を満たせば監視・断続的
労働として適用除外が認められるのか。《監視》
労働とは，一定の部署にあって監視することを本
来の業務とするものとし，常態として身体または
精神の緊張が少ないものを指す。行政通達では，
火の番・門番・守衛・メーター監視等は許可の対
象とされている。他方，「交通関係の監視，車両
誘導を行う駐車場の監視等，精神的緊張の高い業
務」や「プラント等における計器類を常態として
監視する業務」は許可すべきものではない，とさ
れている（昭和 22・9・13 発基 17 号，昭和 63・3・
14 基発 150 号）。
　《断続的》労働とは，作業自体が本来，間

かん

歇
けつ

的
に行われるもの，すなわち，作業時間が長時間継
続することなく自然中断し，しばらくしてまた同
じような態様の作業が行われ，また中断するとい
う繰り返しが生じるものをいう 7）。
　許可の基準に関しては数多くの行政通達が発せ
られているところであるが，1993（平成 5）年 2 月
24 日には基発 110 号『警備業者が行う警備業務
に係る監視又は断続的労働の許可について』が発
出されている。そこでは，まず監視労働の態様の
警備業務については，以下に示す要件のいずれに
も該当することを許可の条件としている。①一定
部署にあって監視する業務であって，かつ，常態

として身体の疲労及び精神的緊張の少ないもので
あること。したがって，駐車場の料金徴収がある
ものや，テレビモニター等の監視をするものにつ
いては許可されない。②勤務場所が危険でなく，
また，その環境条件が温度・湿度・騒音・粉じん
濃度諸点からみて有害でないこと，③ 1 勤務の拘
束時間は 12 時間以内であること，④勤務と次の
勤務の間に 10 時間以上の休息期間が確保されて
いること。
　次いで，断続的労働の態様の警備業務について
であるが，こちらも以下に示す要件のいずれにも
該当することが許可の条件とされている。①いわ
ゆる「宿日直業務の代行」として行われる業務で
あること。すなわち，原則として，常態としては
ほとんど労働する必要のない勤務で，定期的巡
視，施錠及び開錠，緊急の文書または電話の収
受，不意の来訪者への対応，非常事態発生の対応
等を業務内容とするものであること。なお，巡視
の回数は 1 勤務 6 回以下であり，かつ，巡視 1 回
の所要時間は 1 時間以内であって，その合計は 4
時間以内であることが求められる。② 1 勤務の拘
束時間は 12 時間以内（ただし，当該勤務中の夜間
に継続 4 時間以上の睡眠時間が与えられる場合は，
16 時間以内）であること，③勤務と次の勤務の間
に 10 時間以上（ただし，当該勤務中の夜間に継続 4
時間以上の睡眠時間が与えられる場合には，8 時間以
上）の休息期間が確保されていること，④隔日勤
務の形態をとる場合，〈イ〉1 勤務の拘束時間は
24 時間以内であり，夜間に継続 4 時間以上の睡
眠時間が与えられること，〈ロ〉巡視の回数は 1
勤務につき 10 回以下であり，かつ，巡視 1 回の
所要時間は 1 時間以内であって，その合計は 6 時
間以内であること，〈ハ〉勤務と次の勤務との間
に 20 時間以上の休息期間が確保されていること。
なお，監視労働と断続的労働に共通して，1 カ月
に 2 日以上の休日が与えられること等も求められ
ている。
　監視・断続的労働の利用実態については厚生労
働省労働基準局『令和 5 年労働基準監督年報』

（2023）に記載がある。労働基準法施行規則（以
下，労基則）23 条に基づく「断続的な宿直又は日
直勤務」については 7761 件の申請があって，う
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ち 6721 件が許可されている。また，労基則 34 条
に基づく「監視・断続的労働に従事する者に対す
る適用除外」については 1632 件の申請があって，
うち 1455 件が許可されている。

２　監視・断続的労働をめぐる紛争の状況

（1）医療従事者の宿日直
　ここでいったん警備員の話題から離れ，他業種
における紛争例を参照することで労基法 41 条 3
号が内包する問題点を明らかにしておきたい。
　そもそも断続的労働が，労基法の定める労働時
間規制の適用から除外されているのは，通常の労
働者と比べて労働密度が希薄で，肉体的・精神的
負担が少なく，厳格な労働時間規制をしなくとも
保護に欠けるところがないからであると理解され
ている 8）。しかしながら，医療機関において休
日・夜間に行われる医師の勤務については通常の
医療業務が頻繁に行われる実態があるとされ，そ
もそも断続的労働として取り扱うのが適切である
のかどうかが争いとなっている。
　医師・看護師については特別の基準が設けられ
ている。現在発出されているのは『医師，看護師
等の宿日直許可基準について』（令和元・7・1 基発
0701 第 8 号）であるが，そこでは「宿日直中に従
事する業務は，一般の宿日直業務以外には，特殊
の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に
限ること」が宿日直を許可する条件として示され
ている。
　令和元年通知以前は「昭和 24・3・22 基発 352
号」によって取り扱いがなされていた。しかしな
がら『医療機関における休日及び夜間勤務の適正
化について』（平成 14・3・19 基発 0319007 号）で
は，本来業務は処理しないのが断続的労働であ
り，医療機関であれば「病室の定時巡回，少数の
要注意患者の定時検脈など，軽度又は短時間の業
務のみが行われている場合」に宿日直勤務として
取り扱われてきたものでありながら，「宿日直勤
務において突発的に行われる通常の労働に対して
割増賃金を支払っていないもの，宿日直回数が許
可時の条件を上回っているものなどの問題が認め
られるものも散見される」と指摘して，注意喚起
を行っていたのが実態である。

　そうした状況の中で発生した奈良県〔医師時間
外手当〕事件（第一審：奈良地判平成 21・4・22 労
判 986 号 38 頁，控訴審：大阪高判平成 22・11・16
労判 1026 号 144 頁，上告不受理：最三小判平成 25・
2・12）は，原告である産婦人科医師の宿日直勤
務の実態をみるに，救急患者の対応等が頻繁に行
われていたのであって，労働密度が薄く軽度で短
時間の業務とは到底いえず，産婦人科医としての
通常の勤務そのものであるから，労基法 41 条 3
号所定の断続的労働であるということはできない
と判示している。
　なお，宿日直 1 回当たりの手当の最低額は，当
該事業場において宿直または日直の勤務に就くこ
との予定されている同種の労働者に対して支払わ
れている賃金の一人 1 日平均額の 3 分の 1 以上で
あることが求められている（昭和 30・8・1 基発
485 号）。看護師の宿日直について適法性が争いと
なった中央労基署長〔大島町診療所〕事件（東京
地判平成 15・2・21 労判 847 号 45 頁）では，看護
師の勤務実態は許可基準に適合しないものであっ
たのに，これを労基署長が許可したことは注意義
務を欠いた過失があって違法であるとして，国に
対し慰謝料等の支払いが命じられている。

（2）医師・看護師のオンコールワーク
　広く労基法 41 条 3 号の射程を検討しようとい
う趣旨から，とりわけ医療・福祉の分野でよく見
られるオンコールワーク（呼出労働）についても
若干ながら言及しておきたい。
　参考として掲げておきたいのはアルデバラン事
件（横浜地判令和 3・2・18 労判 1270 号 32 頁）であ
る。この事件は，居宅介護サービスを提供する会
社において訪問介護に従事していた看護師が，夜
間や休日に利用者・入居者が看護を要する事態に
なった場合に備えて 2 名ずつの当番制で緊急呼出
用の携帯電話を常時携帯し，呼出の電話があれば
直ちに駆けつけて対応していた，という事案であ
る。携帯電話を所持してオンコール出勤に備えて
待機していた時間が労働時間に当たるかが争点と
なったものであるが，裁判所は「不活動時間で
あっても労働からの解放が保障されていない場合
には労働基準法上の労働時間に当たる」との一般
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論を提示したうえで，本件にあっては緊急出動に
至らないまでも呼出の電話を受ければ着信に遅滞
なく気付いて応対し，当面の対応を指示する等の

「相当の対応をすることを義務付けられていた」
ものであるから，待機時間は「全体として労働か
らの解放が保障されていたとはいえ」ないと評価
し，待機時間も含めて使用者の指揮命令下に置か
れていたものと判示した例がある 9）。
　オンコールワークで訪問介護に従事する医療関
係者の就労形態は，手待時間が多いという点にお
いてみれば監視・断続的労働と共通する特徴を有
している。しかし，両者の相違は場所的拘束性に
あろう。監視労働については「一定の部署にあっ
て監視する」もの，という定義で理解されている

（昭和 22・9・13 発基 17 号等）。センサー技術が発
達して機械警備が実用化され，離れた場所に居て
も労働に従事することが可能になった今日におい
ても，こと労基法 41 条 3 号にいう監視労働につ
いては，行政解釈に従う限り，特定の場所に居な
ければならないというくびき

4 4 4

から離れられない。
モニターを監視する形態の警備業務も存在する
が，先述した平成 5 年通達（基発 110 号）の示す
基準はかなり制限的であって，監視を主たる業務
とする警備業といっても労基法 41 条 3 号の適用
下にないものも多数あるということには留意が必
要である。

（3）「医師の働き方改革」をめぐって
　警備労働と医療・福祉労働との相違をもう 1 つ
挙げておくと，断続的労働と通常業務の関係があ
る。オンコールワークに従事する医療・福祉労働
も，たしかに断続的ではある。しかしながら警備
業であれば，断続的に発生するのは予定された定
期巡回が主であり，突発的に発生する事象として
は地震・火災の発生や不審者の侵入といった発生
頻度の高くないものが想定される。これに対して
医療・福祉労働の場合，突発的に発生するのは患
者の急変や利用者からの呼出といったものが「断
続的」な要素となる。ところが医師にあっては，
手待時間であっても精神的緊張を強いられた状態
に置かれるうえ，待機状態を中断させる事象の発
生頻度がつとに高いことが報告されているのが実

情である。
　2017（平成 29）年 4 月 20 日に開催された厚生
労働省・社会保障審議会医療部会において提示さ
れた資料『医師の勤務実態及び働き方の意向等に
関する調査』ならびに『「働き方改革実行計画」
について』10） では，医療従事者の勤務実態につい
ての調査報告が示されている。これによると，1
週間の労働時間が 60 時間を超える被用者は全体
でみると 14.0％であるのに対し，医師については
41.8％と極めて高い割合を示していた。とりわ
け，20 代の男性常勤勤務医についてみると，週
の平均勤務時間は 57.3 時間で，これに「当直・
オンコール」として平均 18.8 時間が加わってい
る。宿直回数は月平均 3.2 回，宿直 1 回当たりの
拘束時間は平均 15.2 時間であるところ，そのう
ち実労働時間は平均して 5.3 時間であった，とさ
れている。さらに，最長連続勤務時間は平均 15.4
時間であったものの，連続勤務が 24 時間を超え
ていたことがあるという回答が 11.7％あった。す
なわち，医師の場合には通常の勤務に続けて宿直
勤務に入っているために長時間の連続勤務になっ
ていることが少なからずあることがうかがえる。
また，行政通達では宿日直が許可されるのは「常
態として，ほとんど労働をする必要がない」もの
であるはずが，実際には通常の勤務と同程度の負
荷がかかる作業が相当程度発生していることもう
かがえる。
　医師の働き方の実態を知るうえでは，大阪府立
病院〔医師・急性心不全〕事件（大阪高判平成 20・
3・27 判時 2020 号 74 頁）が参考になろう。この事
件は，麻酔科医として病院に勤務していた A が
急性心機能不全を発症して死亡したのは過重な業
務負担が原因であるとの主張に基づき，損害賠償
を請求した事案である。この事件では，先述した
行政通達（昭和 24・3・22 基発 352 号）を踏まえつ
つ，A が従事した宿日直のうちどのようなもの
が断続的業務と言えるか検討されている。裁判所
は，①宿日直時には，緊急手術や院内呼出がない
場合であっても，常時 3～5 名が入っていた ICU

（集中治療室）の管理業務があって，患者の呼吸管
理や鎮痛鎮静の管理等を行っていたこと，②緊急
手術も院内呼出もない場合には，2～3 時間の仮
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眠を 2 回程度取ることができる場合が多かったこ
と等からすると，「その性質上，断続的業務とは
言い難く，平日出勤日の麻酔科医の業務と同様に
評価すべきである」と述べ，A の時間外労働時
間の算定に当たっては宿日直業務に従事した時間
も時間外労働時間に含めて算定すべきである，と
判断している（結論としては使用者に安全配慮義務
違反を認めたものの，A が自宅で行っていた研究活
動を考慮して過失相殺が行われている）。
　また，長崎市立病院機構事件（長崎地判令和元・
5・27 労判 1235 号 67 頁）も，医師の労働時間が問
題となった事案である（この事件では，自宅におい
て内因性心臓死した B の死亡を公務上の災害である
と地方公務員災害補償基金長崎県支部長が認定して
おり，裁判で争われたのは時間外労働の未払賃金の
支払いと安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求で
ある）。この事件でも当直業務の労働時間制が問
題となっているが，裁判所は「当直医の平均仮眠
時間は 3 時間ないし 6 時間程度」と認めたうえ，

「仮眠時間も含めて当直業務中に労働から離れる
ことが保障されていたとはいえず，当直業務は，
全体として手待時間を含む労働時間に該当する」
との判断を示している 11）。他方，緊急の際には
要請に応じて来院できるよう当直医以外の医師に
も各日 2 名ずつオンコールの体制で備える「拘束
業務」を命じていたことも問題となっている。B
は，就労期間中に 81 回の拘束業務を担当し，う
ち 13 回については呼出を受けて救急患者の対応
を行っていたことから「当直業務及び拘束業務の
負担は相当程度に過重なものであった」と認めて
業務の過重性を判断する材料に組み入れてはいる
ものの，拘束業務の労働時間性は認められてい
ない。
　このように医師の過重労働が懸念される状況の
下で，2024（令和 6）年 4 月から「医師の働き方
改革」12） が開始され，医師についても時間外労働
の上限規制が始まった。ところがその対応とし
て，労働時間の削減に動くのではなく，宿日直の
許可を受けようとした医療機関が数多く生じてい
ることが報告されている。厚生労働省が 2024 年
8 月 6 日付で発表した資料『医療機関の宿日直に
関する FAQ』13） によると，全国の労働基準監督

署が医師の宿日直を許可した件数は令和 2 年が
144 件，令和 3 年が 233 件に過ぎなかったもの
が，令和 4 年には 1369 件，令和 5 年には 5173
件，令和 6 年には 2715 件と急増している。宿日
直労働の最中に生じる業務の負荷の高さが指摘さ
れる中，労基法 41 条 3 号に基づく適用除外に
よって「働き方改革」が実現できるのかについて
は検証が必要なところであろう。

（4）警備員の不活動仮眠時間
　翻って警備員の労働についていえば，医師の宿
直勤務において問題になっていたのと同様，泊ま
り勤務の最中に挟み込まれる仮眠時間の扱いが問
題となってきた。
　ビル管理会社の従業員としてビルに配置され，
設備の運転操作・監視や巡回監視を行っていた大
星ビル管理事件（最一小判平成 14・2・28 民集 56
巻 2 号 361 頁）では，24 時間勤務の最中に連続し
た 7～9 時間の仮眠時間が設けられていた，とい
うものである。この仮眠時間は所定労働時間に算
入されておらず，突発的な業務が発生した場合に
は実作業時間に対して時間外勤務手当および深夜
就業手当が支給されていたものの，一般的には泊
まり勤務手当（2300 円）のみが支給されていた。
これに対し原告労働者らは，実作業の有無にかか
わらず本件仮眠時間は労働時間として扱うべきだ
と訴えたものである。最高裁は，「労基法 32 条の
労働時間とは，労働者が使用者の指揮命令下に置
かれている時間」をいう，との原則を示したうえ
で，本件仮眠時間についてみれば「労働契約に基
づく義務として，仮眠室における待機と警報や電
話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務
付けられているのであり，〈……〉本件仮眠時間
は全体として労働からの解放が保障されていると
はいえず，労働契約上の役務の提供が義務付けら
れていると評価することができる。」と判示して，
本件仮眠時間は労基法 32 条の労働時間に当たる
と判断したものである（破棄差戻し）。
　警備員の仮眠時間をめぐっては，類似の事案が
相次いで提起されている。仮眠室に設けられた設
備によって判断を変えているのが，日本ビル・メ
ンテナンス事件（東京地判平成 18・8・7 労判 926 号
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53 頁）である。この事件では，防災センターの裏
にある部屋で待機する「勤務 A」の場合，防災
センターに常駐して入退館者の確認や不審者の確
認をする必要があったうえ，深夜にも入居テナン
ト従業員の入退館があったため，ソファーで仮眠
を取ることができるとされていても実際には仮眠
を取ることはほとんどできなかったと認め，仮眠
時間とされていた時間についても労働時間と認め
た。他方，防災センターとは別にある仮眠室で待
機する「勤務 B」の場合にはベッドが用意され，
宿泊施設として最低限の体裁が整えられていたう
え，連絡用のインターホンはあったが警報装置な
どは設置されていなかったことから，別室での仮
眠時間は労働時間に当たらない，と判断してい
る。新生ビルテクノ事件（大阪地判平成 20・9・17
労判 976 号 60 頁）も，警報装置等が設置されてい
ない仮眠室が用意されており，宿直勤務者が仮眠
時間中に対応することは皆無に等しい状況であっ
たことから，仮眠時間には労働から解放された状
態にあったといえるとして労基法上の労働時間に
は当たらない，との判断を示している。
　ビソー工業事件（仙台高判平成 25・2・13 労判
1113 号 57 頁，上告不受理：最三小判平成 26・8・26）
は病院で警備員として勤務していた者に関する事
案である。この事件の場合，常時最低 4 名の警備
員が配置され，仮眠を取る者はシャワーを浴びた
うえで制服から着替えて就寝していたうえ，仮眠
時間中に実作業に従事することは 1 年に 1 件にも
満たない頻度であった。そのため控訴審は，仮
眠・休憩時間を労働時間と認めることはできな
い，と判断している。

Ⅲ　監視・断続労働を再考する

１　労基法 41条の立法経緯

　労働基準法では労働時間・休憩・休日に関する
種々の規制を設けているところであるが，その第
41 条 3 号において「監視又は断続的労働に従事
する者で，使用者が行政官庁の許可を受けたも
の」については適用を除外している。
　労基法 41 条が制定された経緯について立法政

策の視点から分析を試みた論考 14）の示すところ
によると，第 1 号の農業・水産業は「天候等の自
然的条件に左右されるため，法定労働時間及び週
休制になじまない」ため，第 2 号の管理監督者は

「労働時間の規制を超えて活動しなければならな
い企業経営上の必要」のために設けられたもので
あると理解されている。これらの規定の範となっ
たのは 1919 年の ILO 第 1 号条約「工業的企業に
於ける労働時間を 1 日 8 時間かつ 1 週 48 時間に
制限する条約」（日本は未批准）であるが，その第
6 条 1（a）において「本質上間歇的（essentially 
intermittent）なる作業に従事する或種の労働者」
については例外を設けることが示唆されている。
それが，労働基準法草案の 7 次修正案の段階で

「監視又は間歇的な労働」と改められた 15）。この
「間歇的」という用語については起草過程の公聴
会において適用範囲をめぐる理解の混乱を来して
いたことから，答申案の段階で表現を「間歇的」
から「断続的」へと改めたうえ，使用者による拡
大解釈を防ぐ目的で行政官庁による許可制として
今日に至っている 16）。
　こうして設けられた労基法 41 条 3 号であるが，
条文そのものは 1947（昭和 22）年 4 月 7 日に労基
法が制定されたときから変わるところはない 17）。

２　労基法 41条 3号の意義

　では，そもそも監視・断続的労働であれば，ど
うして労働時間規制を外しても構わないというこ
とになったのであろうか。
　監視・断続的労働を適用除外の対象とした趣旨
については，「通常の労働者と比べて労働密度が
疎で，肉体的・精神的負担が少ないため，厳格な
労働時間規制をしなくとも保護に欠けるところが
ないと考えられるから」18） と説明されている。
　行政解釈をみても，「監視に従事する者」とは

「常態として身体または精神的緊張の少ないもの」
（昭和 22・9・13 発基 17 号，昭和 63・3・14 基発 150
号），「断続的労働に従事する者とは，休憩時間は
少ないが手待時間が多い者の意」であるとしてい
る。そして，その具体例としては，鉄道の踏切番
については「一日交通量十往復程度まで」，寄宿
舎の賄人等であれば「その者の勤務時間を基礎と
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して作業時間と手待時間折半の程度まで」であっ
て「実労働時間の合計が八時間を超える」もので
はないこと，が許可されるべきものとして示され
ている（昭和 22・9・13 発基 17 号，昭和 23・4・5
基発 535 号，昭和 63・3・14 基発 150 号）。なるほ
ど，そのように労働密度が低く手待時間が長い就
労形態であれば，通常の労働とは異なる時間規制
を採ることにも合理性があったと言えよう。
　しかし，「労働基準法の背景が移り変わった」
ことにより，労基法 41 条の適用除外については
再検討を要する時機が到来しているのではない
か，という指摘は早くも 1968（昭和 43）年に松
岡三郎によってなされている 19）。松岡は，労基
法 41 条 3 号を作ったときに日本の労政当局が

「心のささえ」にしていたのは 1930 年の ILO 第
30 号「商業及事務所に於ける労働時間の規律に
関する条約」（日本は未批准）第 7 条 1（a）が「或
種の者にして其の労務が本質上間歇的なるもの，
例へば門番並に作業場及倉庫の監視に使用せらる
る者」20） に対して例外を設けていた点であること
を述べたうえで，こうした監視・断続的労働につ
いて労働時間・休日・休憩の規定を外しているの
は，「この人たちはそれによって保護をしなくて
も長生きができる，健康体が守れる，つまりそう
いう規定で保護しなくても，十分にその時間がと
れる人たち」であるからだ，と説いている 21）。
　松岡は，労基法が制定された頃の「お客さんは
めったに来ない」時代の守衛等の働き方を引き合
いに出して制度導入時の断続的労働についての考
え方を説いた上で，「現在（注：昭和 43 年）おま
わりさんは非常に忙しい，旅館の女中さん，看護
婦さん〈……〉も非常に忙しいわけで，40 条が最
近，再検討され始めてきているのですが，それと
同じように，41 条を考えなければならないとい
うことになると思うのです。」と語っている。

３　監視・断続的労働は許容され得るのか？

　労働密度に加え，今日的に表現すればディーセ
ント・ワークないしワーク・ライフ・バランスの
視点から労基法 41 条に疑問を呈していたのが西
谷敏である。週 40 時間制が導入された 1987（昭
和 62）年の労基法改正を受けて上梓された研究書

に お い て「 適 用 除 外 」 の 章 を 執 筆 し た 西 谷
（1990）は，監視・断続労働について次のように
評している 22）。やや長くなるが，監視・断続的
労働が引き起こす問題を的確に指摘するものであ
るから，そのまま引用する。
　「通常の労働者と比較して労働密度が疎らであ
り，労働時間，休憩，休日に関する規定を適用し
なくても労働者の保護に欠けるところがない，と
いうのが適用除外の理由とされている。しかし，
このような制度の根本的な問題は，労働時間規制
を労働者の肉体的疲労の観点からしか把握してい
ないという点である。労働時間の長さを一定限度
内にとどめ，労働者に定期的に休日を保障しなけ
ればならないのは，単に労働者の肉体的疲労を緩
和するためだけではなく，労働者に労働から解放
された自由な時間を保障し，それによって労働者
の豊かな社会的・文化的生活を可能にするためで
もある（余暇権の思想）。この観点からするなら
ば，いかに労働密度が薄くても，労働者を長時間
拘束すること自体が問題とされなければならな
い。その意味で，監視・断続労働に従事する者を
労働時間・休日に関する規定の適用から排除する
法制は，その基本的な発想自体に問題をもつとい
わねばならない。
　これらの労働者については，休日に関する規定
は完全に適用すべきであるし，労働時間について
は，少なくとも実労働時間や一日当たりの最長拘
束時間を規制すべきである 23）。」〔傍線は筆者による〕
　適用除外に対して懐疑的な西谷（1990）の見解
は，現在まで引き継がれている。西谷の著した概
説書（2020）では，適用除外に関して次のように
記述されている 24）。
　「これらの労働が密度が薄く肉体的負担が軽い
としても，労働者がそれに拘束され，時間の自由
な利用を妨げられる点では，他の労働と異なると
ころはない。労働時間規制には，労働者の社会
的・文化的生活の保障という観点も含まれている
とすれば，こうした労働を時間規制の適用除外に
することには，立法政策上大きな問題がある。」
　また，中島（2000）も次のような問題提起を
行っている 25）。「監視・断続的労働に従事する労
働者には，労働密度が薄いことを理由に，労働時
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間等の規定の適用除外が認められているが，そこ
では，労働者に労働から解放された自由な時間を
保障するという観点が欠落している。これらの者
にも，休日に関する規定は適用すべきであり，ま
た，拘束時間の限度を設けて，規制する必要があ
ると考えられる。」
　さらに遡れば，松岡（1968）は，「使用者の都
合でつくりだされた手待時間のために，労働者に
労働者に家庭生活から長く離れさせることを国が
容認することは合理的ではない。〈……〉手待時
間の多い断続労働は，廃止あるいは再検討すべき
である。」とも主張している 26）。
　つまるところ警備員の労働問題は，はたして

“労働時間は 1 日 8 時間まで”という労働時間規
制の原則的なルールとは異なる取り扱いをするこ
とが監視・断続的労働であれば許されるのか？　
という疑問に帰着する。紛争例で見てきたよう
に，手待時間が多く含まれるといっても必ずしも
労働からの解放が保障されているとはいえない例
や，仮眠時間が用意されているといっても十分な
休息が取れない例も散見されるところである。労
働者の健康を確保するという観点からは，実労働
時間だけでなく，手待時間や仮眠時間も含めた在
社時間として把握することも必要になってきてい
る。宿直を含むと在社時間が長くなりがちな警備
員の労働実態を基に考察することで，労働密度が
上がってきている今日においてもなお労基法 41
条の適用除外制度が合理的なものといえるのかが
問われるべきところであろう。

Ⅳ　労働者派遣法と警備業

　ここからは，これまでの議論とは論調を異にす
るところであるものの，警備業法を労働法・社会
保障法の観点から眺めたときに見受けられる法律
問題につき，2 つの論点を挙げて言及しておき
たい。

１　派遣法の禁止業務

　労働者派遣法の第 4 条 1 項では，労働者派遣事
業を行ってはならないもの（禁止業務のネガティ
ブリスト）を列挙しており，その第 3 号に「警備

業法に掲げる業務」が挙げられている 27）。しか
し，どうして警備業が禁止業務になっているのか
を問うてみると，原理的な疑問が生じる。
　同項第 1 号では「港湾運送業務」を派遣禁止業
務としている。港湾労働については，荷役業務は
不定期で波動性があるため日雇い労働に頼る労働
市場が形成されて雇用が不安定になるばかりか，
手配師や暴力団が介在することによる中間搾取の
問題などが生じていた。そこで 1965（昭和 40）
年に制定された港湾労働法では，日雇い労働者を
登録制にしたうえ，就労できなかった登録者には
不就労（アブレ）手当を支給する制度を設けた。
その後，コンテナ輸送の増大と共に省力化が進ん
だことから，1979（昭和 54）年の法改正によって
港湾労働者は雇用保険法の適用対象に移ることに
なった。さらに，1989（昭和 64）年施行の改正法
を経て，各港湾につき指定された「港湾労働者雇
用安定センター」に労働者派遣事業を委ねる独特
な雇用調整の仕組みが講じられている 28）。こう
した背景があって独自の労働者供給制度が構築さ
れているため，港湾運送業務については 1985

（昭和 60）年制定の労働者派遣法から除外されて
いるものである。
　続く労働者派遣法 4 条 1 項 2 号では「建設業
務」が禁止業務とされているが，これは，重層的
な下請け関係に伴う雇用関係の不明確さ等がある
ことに由来するものである。もっとも，2005（平
成 17）年からは「建設労働者就業機会確保事業」
として，自社で雇用している建設業務労働者を，
同じ事業主団体に所属する他の構成事業主の建設
業務に一時的に送り出すことができる制度が設け
られている。派遣とは区別されているものの，当
該事業は派遣と同様の仕組みで労働力需給を調整
しようとするシステムが特例措置として講じられ
ている 29）。

２　警備業の派遣禁止をめぐって

　これらとの比較対照でいうと，警備業は「警備
業法〈……〉において〈……〉警備業者が警備員
を直接雇用して業務上及び身分上の指導監督を行
い，すべて請負形態により自らの責任において業
務を処理することが求められて」いるので派遣法
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の禁止業務とされている，と説明される 30）。しか
しながら，直接雇用による雇用管理が望ましいと
いうことは他の業種でも言えることであり，警備
業を特別扱いする理由付けとしては脆弱である。
　警備業が派遣法の禁止業務になったことには，

「やや複雑な経緯」31） があった。岩崎（2021）の解
説によると，規制緩和の流れを受けて労働者派遣
法が制定されることになった 1985（昭和 60）年
の直前，警備業においては逆に規制強化の動きが
あったことが指摘されている。すなわち，警備業
は参入障壁が低いため 1980 年代前半には過当競
争に陥り，不祥事（刑法犯の発生）が多発したり，
法定教育を受講させずに警備業務に従事させる例
が増加したりしていたということがあった。そこ
で，警備業を所管する警察庁は，警備員の欠格事
由を整備するなどして規制を強化する方針を打ち
出し，1982（昭和 57）年に警備業法を改正するに
至った。ところが，まさしくこの時期に制定に向
けて動いていた労働者派遣法の試案（1984 年 11
月 17 日の中央職業安定審議会労働者派遣事業等小委
員会報告書）では，「事故，火災等の発生の警戒，
防止」が派遣事業の適用業種に該当し得ることが
示唆されていた。これに対し，《派遣法上の警備
業者》が参入して《警備業法上の警備業者》と並
立することをおそれた警備業の業界団体と警察庁
は，派遣法案の国会提出直前に労働省へ働きかけ
を行った。これを受けて取り交わされた覚書に基
づき，派遣法 4 条 1 項 3 号にいう「その他〈……〉
適当でないと認められる業務として政令で定める
業務」に警備業務が該当するものとされ，現行の
取り扱いに至ったというのである 32）。
　このようにして警備業務は，法案の段階ではポ
ジティブリストで対象業務に指定されていたとこ
ろ，「警備業を所管する警察庁が対象業務とする
ことに反対したため」原始ネガティブリスト業務
として位置づけられた 33）。このようないきさつを
経ているため，派遣法 4 条 1 項 3 号については法
政策の上で整合性に欠けるきらいがある 34）。ま
た，法律上は労働者派遣として扱うことができな
いため，警備業務は基本的に請負契約（民法 632
条）の形をとることが多くなる。請負であれば発
注者（ユーザー）から労働者へ直接的な指揮命令

を出すことは禁じられているにもかかわらず 35），
警備の現場にあってはユーザー（警備の依頼主）
から警備員への指揮命令が常態化しており，いわ
ゆる「偽装請負」の問題が生じやすいとの指摘が
なされている 36）。

Ⅴ　憲法・社会保障法と警備業

１　欠格条項の見直しをめぐる動き

　警備業法 3 条 1 号は，警備業を営むことができ
ない者として「破産手続開始の決定を受けて復権
を得ない者」を挙げている。欠格事由として破産
者を挙げる規定は，かつては数多くの法律に存在
したところである。しかしながら，2016（平成 28）
年「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が
制定されたことを受け，成年被後見人等であるこ
とを理由として不当な差別がなされることのない
ようにするため，成年被後見人等にかかる欠格条
項について適正化が図られることになった 37）。
　2019（令和元）年 6 月 7 日に成立した「成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図
るための関係法律の整備に関する法律」では，成
年被後見人又は被保佐人を資格や営業許可等の対
象から一律かつ絶対的に排除する欠格条項を設け
ている各制度について，心身の故障等がある者の
適格性を個別的かつ実質的に審査し，各事業に必
要な能力の有無を判断することになり，187 本の
法令が改正の対象になった 38）。例えば，国家公
務員法や自衛隊法等が定める公務員等については
欠格条項を単純削除し，弁護士法や医師法等の士
業や法人役員等については欠格条項を削除した上
で個別審査規定を整備する，といった措置が講じ
られたものである。こうした動きの中で警備業法
も令和元年改正の対象となり，従前「成年被後見
人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないも
の」という規定であった第 3 条 1 号は，現行規定
のように「破産手続開始の決定を受けて復権を得
ない者」へと改められている。

２　警備業法の欠格条項に対する違憲訴訟

　当該法改正前に発生した事案であるが，警備業
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法 14 条 1 項が同法 3 条 1 号（から 7 号）に該当
する者について警備員となることを禁止している
ことが問題となった憲法訴訟がある。
　原告 X は，2014（平成 26）年から警備業を営
む Y 社で警備員として就労し，交通誘導業務に
従事していた者である。X には軽度の知的障害が
あったところ，2016（平成 28）年 11 月に自ら保
佐開始の審判の申立てを行い，2017（平成 29）年
2 月に家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた。
これにより X は改正前警備業法 3 条 1 号の欠格
事由に該当することとなったため，Y 社から雇
用終了の通知を受けて退職した。そこで X は，
被保佐人であることを警備員の欠格事由として定
めていた改正前警備業法 3 条 1 号ならびに 14 条
は，憲法 22 条 1 項ならびに 14 条 1 項に違反する
ものであったのに，国会が本件規程を X 退職時
までに改廃せず残置し続けたことは違法であると
し，国家賠償法 1 条に基づき慰謝料の支払いを求
めた，という事案である。これに対し国側は，本
件規定を新設した背景には，悪質な警備業者や警
備員による非行等の増加という事情があったこと
を指摘したうえ，被保佐人（準禁治産者）につい
ては，警備業務の適正な実施のために必要とされ
る健常者と同程度以上の認知能力・判断能力・財
産管理能力を具備していることを類型的に期待で
きないから，警備業法 2 条 1 項各号のいずれの業
務についても最低限求められる適性を欠く者を排
除するための欠格事由として，本件規定には必要
性・合理性が認められると主張していた。
　原審（岐阜地判令和 3・10・1 判時 2530 号 63 頁）
は，本件規程の憲法適合性につき，「警備業務の
実施に当たって，他人の財産を預かり，その管理
をすることがあったとしても，その際に法律行為
による利害の得失の判断が必要となるわけではな
く，被保佐人であることから直ちに警備業法 2 条
1 項各号のいずれの警備業務についても適性を欠
くということはできない」ものであるところ，

「本件規定による規制は，昭和 57 年改正当時か
ら，あらかじめ警備業務の適正な実施を期待でき
ない類型の者を欠格事由として定めて警備業務か
ら排除し，警備業務の実施の適正を図ることによ
り，国民の生命，身体，財産等に対する危険を防

止するという目的のために必ずしも必要かつ合理
的な措置であるとはいえず〈……〉本件規定は，
昭和 57 年改正当時から，憲法 22 条 1 項に反する
状態であった」と判示し，損害賠償として 10 万
円の請求を認容した。
　これに対し双方が控訴したが，控訴審（名古屋
高判令和 4・11・15 判時 2593 号 27 頁）は「本件規
定が職業選択の自由そのものを制約するものであ
り，これによって X が習熟しており生計維持の
ためにも必要な社会経済活動を制限され，X と
同程度の能力を有する法定後見制度を利用しない
者との間で不平等な扱いを受け，社会生活をして
いく中でその能力を発揮する主要な場を奪われ，
個人の自律及び自立を妨げられ，個人としてその
人格の発現ないし展開を図っていわゆる自己実現
をすることのできる重要な機会を強制的に奪われ
たものである」ことから，原審に引き続き警備業
法の規定は違憲であったと判断したうえ，慰謝料
の認容額を 50 万円に増額した 39）。本件について
は上告が受理されており，最高裁に継続中の模様
である 40）。
　この裁判は，既に法改正が行われている絶対的
欠格事由に関する規定に関するものである。しか
しながら，警備業法 3 条 7 号には「心身の障害に
より警備業務を適正に行うことができない者とし
て国家公安委員会規則で定めるもの」との規定は
引き続き存在している。裁判の中で国側は，警備
員に要求される能力は「基本的に健常者と同等以
上」であるべきとの主張を展開していたところで
ある。はたして警備業には何らかの特殊性がある
と言えるのか，あるとして，相対的欠格事由をめ
ぐる議論において警備員については他の職種と異
なる取り扱いが許されるのか，といった争点は残
るところであろう。

 1）資料出所：警察庁生活安全局生活安全企画課『令和 6 年に
おける警備業の概況』。

 2）厚生労働省労働基準局編（2022）『令和 3 年版 労働基準法
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は管理監督者に関する例であるが，労働基準法 41 条 2 号の規
定によって同法 37 条 3 項の適用が除外されることはなく，深
夜割増賃金を請求できる，と判示している。
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